
可児市介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費受領委任払いに関する事

務取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第45

条に基づき支給する居宅介護住宅改修費及び法第57条に基づき支給する介護予防住

宅改修費（以下「住宅改修費」という。）について、居宅要介護被保険者又は居宅

要支援被保険者（以下「被保険者」という。）の一時的な経済的負担を軽減するた

め、住宅改修費の受領委任払いに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 施工事業者 被保険者が請負契約を締結した住宅改修工事を施工する事業者をい

う。 

(2) 受領委任払い 施工事業者をその受取人とし、市が当該施工事業者に住宅改修費

を支払うことをいう。 

（対象者） 

第３条 受領委任払いによる住宅改修費の支給の対象となる者は、次の各号のいずれ

にも該当するものとする。 

(1) 第６条第１項の規定による支給の申請時において、可児市の被保険者である者 

(2) 介護保険料の滞納のない者 

(3) 保険給付の差止めを受けていない者 

(4) 法第69条第１項の規定による被保険者証に給付額減額等の記載を受けていない者 

(5) 介護保険施設に入所中又は医療機関に入院中でない者 

（事業者の届出） 

第４条 受領委任払いの取扱いを希望する事業者は、あらかじめ事業所ごとに介護保

険居宅介護（介護予防）住宅改修費受領委任払い取扱届出書（別記様式第１号。以

下「届出書」という。）及び介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費受領委任払

い取扱確約書（別記様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による届出をした事業者は、届出内容に変更がある場合又は届出を廃

止する場合は、前項の届出書により速やかに市長に届出なければならない。 

３ 第１項に規定する届出書の有効期間は、提出した日から起算して３年間とする。 

４ 第１項の規定は、前項に規定する有効期間が満了した後、引き続き受領委任払い

を希望する場合の届出について準用する。 

（事業者の公表） 

第５条 市長は、前条第１項の規定による届出をした事業者に関する情報を公表しな

ければならない。 

（支給申請等） 

第６条 受領委任払いによる住宅改修費の支給を受けようとする者（以下「申請者」

という。）は、住宅改修工事を施工する前に、介護保険居宅介護（介護予防）住宅



改修費支給及び事前審査申請書（受領委任払い用）（別記様式第３号）に次に掲げ

る書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第75条第１項第３号又は第94条

第１項第３号に規定する介護支援専門員等が作成する住宅改修工事について必要

と認められる理由が記載されているもの 

(2) 住宅改修工事の施工内容等が分かる見積書及び図面 

(3) 住宅改修工事の施工前の写真（撮影日が分かるものに限る。） 

(4) 当該申請者と住宅改修工事を施工する住宅の所有者が異なる場合は、当該住宅の

所有者の承諾書 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは、介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修内容承認通知書（別記様式第４

号。以下「内容承認通知書」という。）により当該申請者に通知するものとする。 

（着工） 

第７条 前条第２項の規定による承認を受けた申請者は、内容承認通知書を施工事業

者に提示するものとする。 

２ 施工事業者は、当該申請者より内容承認通知書の提示を受けた後に、住宅改修工

事に着工するものとする。 

（変更申請） 

第８条 住宅改修工事の内容、金額等に変更が生じた場合は、申請者は、速やかに介

護保険居宅介護（介護予防）住宅改修内容変更申請書（別記様式第５号。以下「変

更申請書」という。）を市長へ提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により変更申請書の提出があったときは、その内容を審査

し、変更の内容を適当と認めたときは、介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費

支給予定額変更通知書（別記様式第６号）により当該申請者に通知するものとす

る。 

（報告） 

第９条 申請者は、住宅改修工事を完了したときは、可児市介護保険規則（平成12年

可児市規則第21号）第２条に規定する介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修完了

届に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

(1) 申請者が施工事業者に支払った金額が記載された領収書（住宅改修工事に要した

費用（介護保険適用額）が記載されたもので、当該申請者名義のものに限る。） 

(2) 住宅改修工事の完了後の写真（撮影日が分かるものに限る。） 

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（支給決定） 

第10条 市長は、前条の規定による届出があったときは、その内容を審査し、介護保

険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給（不支給）決定通知書（別記様式第７号）

により通知するものとする。 

（返還） 

第11条 市長は、施工事業者が偽りその他不正な手段により住宅改修費の支給を受け



たときは、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。 

（委任） 

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この訓令は、平成31年４月１日から施行する。 

２ この訓令の施行に関し必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても行う

ことができる。 

 


